
指定給水装置工事事業者

神奈川県企業庁水道局

　　　　　　営業所長　殿

年　　 月　　 日

　施　工　業　者

舗装工事業許可番号

舗装工事を施行するにあたり、次の施行条件を承諾し、遵守いたします。

１　道路管理者の定める基準及び許可条件に従った施行をすること。

２　舗装工事は仮復旧終了後又は道路管理者の裁定後、１４日以内に施工すること。

３　舗装工事施工中の事故等一切の責任を負うこと。

４　舗装工事の出来形及び品質に、水道局及び道路管理者が不備があると認めた場合、

　手直し等を行うこと。

５　完成検査終了後２か年間に生じた工事目的物のかしの補修、かしによって生じた

　一切の減失及び毀損に対しての損害賠償責任を負うこと。

給水装置工事に伴う道路復旧舗装工事施行条件承諾書

（別記様式）

電 話 番 号

代 表 者 氏 名

商号又は名称

印

電 話 番 号

代 表 者 氏 名

商号又は名称

印

施 行 条 件


